
海
上
保
安
庁
法
及
び
領
海
等
に
お
け
る
外
国
船
舶
の
航
行
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
海
上
保
安
庁
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

海
上
保
安
庁
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
防
止
」
の
下
に
「
、
海
上
に
お
け
る
船
舶
の
航
行
の
秩
序
の
維
持
」
を
加
え
る
。

第
五
条
中
第
二
十
九
号
を
第
三
十
一
号
と
し
、
第
十
四
号
か
ら
第
二
十
八
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
三
号
を

第
十
四
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
五

海
上
に
お
け
る
犯
罪
の
予
防
及
び
鎮
圧
に
関
す
る
こ
と
。

第
五
条
中
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
二

海
上
に
お
け
る
船
舶
の
航
行
の
秩
序
の
維
持
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
七
条
第
一
項
中
「
旅
客
」
の
下
に
「
並
び
に
船
舶
の
所
有
者
若
し
く
は
賃
借
人
又
は
用
船
者
そ
の
他
海
上
の
安
全
及

び
治
安
の
確
保
を
図
る
た
め
重
要
と
認
め
る
事
項
に
つ
い
て
知
つ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
者
」
を
加
え
る
。

第
三
章
中
第
二
十
八
条
の
二
を
第
二
十
八
条
の
三
と
し
、
第
二
十
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
二
十
八
条
の
二

海
上
保
安
官
及
び
海
上
保
安
官
補
は
、
本
土
か
ら
遠
隔
の
地
に
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
警
察



官
が
速
や
か
に
犯
罪
に
対
処
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
も
の
と
し
て
海
上
保
安
庁
長
官
及
び
警
察
庁
長
官
が
告
示
す
る
離

島
に
お
い
て
、
海
上
保
安
庁
長
官
が
警
察
庁
長
官
に
協
議
し
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
離
島
に
お
け
る
犯
罪
に
対

処
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

警
察
官
職
務
執
行
法
第
二
条
、
第
五
条
並
び
に
第
六
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ

る
海
上
保
安
官
及
び
海
上
保
安
官
補
の
職
務
の
執
行
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
二
条
第
二
項

中
「
警
察
署
、
派
出
所
又
は
駐
在
所
」
と
あ
る
の
は
「
海
上
保
安
庁
の
施
設
、
船
舶
又
は
航
空
機
」
と
、
同
条
第
三
項
中

「
警
察
署
、
派
出
所
若
し
く
は
駐
在
所
」
と
あ
る
の
は
「
海
上
保
安
庁
の
施
設
、
船
舶
若
し
く
は
航
空
機
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
一
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

海
上
保
安
官
及
び
海
上
保
安
官
補
は
、
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
離
島
に
お
け

る
犯
罪
に
つ
い
て
、
海
上
保
安
庁
長
官
が
警
察
庁
長
官
に
協
議
し
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
刑
事
訴
訟
法
の
規
定
に
よ

る
司
法
警
察
職
員
と
し
て
職
務
を
行
う
。

第
三
十
三
条
の
二
中
「
第
五
条
第
二
十
六
号
」
を
「
第
五
条
第
二
十
八
号
」
に
改
め
る
。



（
領
海
等
に
お
け
る
外
国
船
舶
の
航
行
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
条

領
海
等
に
お
け
る
外
国
船
舶
の
航
行
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

目
次
中
「
第
七
条
」
を
「
第
八
条
」
に
、
「
第
八
条
―
第
十
条
」
を
「
第
九
条
―
第
十
一
条
」
に
、
「
第
十
一
条
・
第
十

二
条
」
を
「
第
十
二
条
・
第
十
三
条
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

第
十
一
条
中
「
第
七
条
」
を
「
第
八
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

第
三
章
中
第
十
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

第
九
条
中
「
第
七
条
」
を
「
第
八
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

第
八
条
を
第
九
条
と
す
る
。

第
七
条
中
「
前
条
第
一
項
」
を
「
第
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

海
上
保
安
庁
長
官
は
、
前
条
の
勧
告
を
受
け
た
船
長
等
が
当
該
勧
告
に
従
わ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
領
海
等
に
お
け
る

外
国
船
舶
の
航
行
の
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
船
長
等
に
対
し
、
当
該
船
舶
を
領



海
等
か
ら
退
去
さ
せ
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
章
中
第
七
条
を
第
八
条
と
し
、
第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
外
国
船
舶
に
対
す
る
勧
告
）

第
七
条

海
上
保
安
官
は
、
領
海
等
に
お
い
て
現
に
停
留
等
を
伴
う
航
行
を
行
っ
て
い
る
外
国
船
舶
と
認
め
ら
れ
る
船
舶
が

あ
り
、
当
該
船
舶
の
外
観
、
航
海
の
態
様
、
乗
組
員
等
の
挙
動
そ
の
他
周
囲
の
事
情
か
ら
合
理
的
に
判
断
し
て
、
当
該
船

舶
の
船
長
等
が
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
船
長
等

に
対
し
、
領
海
等
に
お
い
て
当
該
船
舶
に
停
留
等
を
伴
わ
な
い
航
行
を
さ
せ
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
海
賊
行
為
の
処
罰
及
び
海
賊
行
為
へ
の
対
処
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

２

海
賊
行
為
の
処
罰
及
び
海
賊
行
為
へ
の
対
処
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。



第
五
条
第
二
項
中
「
第
五
条
第
十
七
号
」
を
「
第
五
条
第
十
九
号
」
に
改
め
る
。



理

由

我
が
国
周
辺
海
域
に
お
け
る
情
勢
の
変
化
等
に
対
応
し
て
、
海
上
保
安
官
等
が
一
定
の
離
島
に
お
け
る
犯
罪
に
対
処
で
き
る

こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
領
海
等
に
お
い
て
停
留
等
を
伴
う
航
行
を
行
う
や
む
を
得
な
い
理
由
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
外
国
船
舶
に
対
し
、
立
入
検
査
を
行
わ
ず
に
勧
告
及
び
退
去
命
令
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
等
の
必

要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


